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「消費者庁
イラスト集より」

 SNSや動画広告、検索サイトなどで見られる「〇〇するだけで

 稼げる」といった広告は、詐欺の可能性があるため、安易に信用しない

 ようにしましょう。

 最初に少額の報酬を受け取って信用させ、その後に高額な支払いを

 求められることがあります。一度振り込むと取り戻すのは難しいため、

 指示どおりに送金しないよう注意しましょう。

 相手方から住所や氏名、口座情報、免許証の写真などの個人情報を求め

 られることがあります。悪用される可能性があるため、安易に個人情報

 を開示することは避けましょう。

 お金を稼ぐはずが振り込みを求められた場合や、相手方の説明に不信

 感や疑問を抱いた場合には、お住まいの地域の消費生活センター・消費

 生活相談窓口に相談しましょう。

「簡単に高額報酬が得られる」という副業のSNS広告を見て、登録を

した。最初に簡単な作業で5,000円の報酬が得られたため信用し、

その後も指示に従った。その後、報酬を受け取るための登録費用など

を次々に請求されたが、「後で返金される」と説明されたため、相手の

個人名義の口座に65万円を振り込んでしまった。

現在も追加の支払いを求められているが、これ以上支払えない。

また、相手とはSNSでのみ連絡を取っており、他の連絡先は分から

ない。

● 各消費生活センターの相談窓口 ●

福岡県 ０９２－６３２－０９９９ （日曜日も電話相談可）

福岡市 ０９２－７８１－０９９９ （土曜日も電話相談可 ※祝休日を除く）

北九州市 ０９３－８６１－０９９９ （土曜日も相談可 ※第３土曜日は１３：００まで）

 消費者ホットライン （局番なし） １８８ （いやや！）

あなたの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口をご案内します

ナビダイヤル通話料金が発生します

相談事例
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